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5　ホームページの活用について
　ホームページをどのように活用している
かについては、「製品・商品・サービスの紹介」
が49.5％と最も多く、次いで、「組合員との情
報共有」が22.9％となっている。� （図−5）

6　�組合事務局における人材のスキルアップ
について

　事務局における人材のスキルアップにつ
いては、「担当職員個人の努力や自己研鑽に
任せたい」が32.2％と最も多く、次いで、「特
に考えていない」が31.3％、「中央会等の外部
機関・団体などの講習会への派遣」が28.7％
となった。� （図−6）

図−5　ホームページの活用について（複数回答）

図−6　人材のスキルアップについて（複数回答）
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　この他の設問では、「今後のＩＴ化推進において、中央会にどのような支援を求めるか」について尋ねたとこ
ろ、組合の業務に合ったＩＴ化のアドバイスを求める意見が最も多く、次いで、ＩＴ関連の研修の充実やホー
ムページ作成支援を求める意見が続いている。この結果から、組合の規模の大小に関わらない画一的な支援よ
り、各組合の規模や特徴に応じたきめ細やかな支援を求めていることが伺える。

中小企業組合等支援施策情報
　全国商店街振興組合連合会が実施する以下の事業をご活用下さい。

■地域商店街活性化事業
　商店街組織が地域コミュニティの担い手として行う恒常的な
集客力向上や販売力向上が見込まれるイベント等の事業につい
て助成します。
　助成金額：上限額400万円（下限額30万円）
　助 成 率：10／10以内（定額）
　募集締切：平成25年4月5日（金）必着

【応募申請窓口】
　秋田県商店街振興組合連合会（秋田県中小企業団体中央会・商業振興課内）
　〒010-0923　秋田市旭北錦町1－47　秋田県商工会館5階　☎018－863－8701

■商店街まちづくり事業
　商店街等が地域の行政機関等からの要請に基づいて実施する、地域住民の安心・安全な生活環境を守るた
めの施設・設備の整備事業等について補助します。
　補助金額：上限額1億5,000万円（下限額50万円）
　補  助  率：2／3以内
　募集締切：平成25年4月12日（金）17時必着

【応募申請窓口】　商店街まちづくり事業事務局
　　　　　　　　〒104-8411　東京都中央区築地1－11－10　☎03－5551－9291
　なお、「地域商店街活性化事業」「商店街まちづくり事業」の募集要領、応募申請書類等は、全国商店街振興組
合連合会のホームページ（http://www.syoutengai.or.jp/）よりダウンロードして下さい。

■本会ホームページをご覧下さい！
　本会ホームページでは、本会事業のご案内や活動の紹介、国・県等からのお知らせや施策、各種助成金・共
済制度の紹介、中小企業関係法令や定款参考例、様式集などを掲載しております。
　このたび、掲載内容等を見直し、見やすい、分かりやすい、使いやすいホームページにリニューアルしました
ので、是非、ご活用下さい。� http://www.chuokai-akita.or.jp/　　　　　　　　

【「地域商店街活性化事業」事業説明会の様子】


